
 

平成 28 年 2 月 10 日 

各  位 
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定款の一部変更について 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 28 年 3 月 25 日開

催予定の第 62 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

   当社は、本日付けの「監査等委員会設置会社への移行について」にて別途開示を 

しておりますとおり、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化およびさらなる経 

営の健全性と透明性を高めるため、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を 

有する監査等委員会設置会社へ移行すべく、定款変更を行うものです。 

また、会社法改正により責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更 

されたことに伴い、所定の見直しを行います。 

 

２． 変更の内容 

   変更の内容は別紙のとおりです。 

 

以上 



【別紙】 

 変更の内容は、次のとおりです。 

（下線部は変更部分を示しております。） 

改正前 改正後 

第１章 総 則 第１章 総 則 

第１条（条文省略） 第１条（現行通り） 

（目的） 

第２条 

 1.～9. （条文省略） 

 （新  設） 

 10. （条文省略） 

（目的） 

第２条 

 1.～9. （現行通り） 

10.管工事業及び電気工事業 

11. （現行通り） 

第３条～第４条（条文省略） 第３条～第４条（現行通り） 

（機関） 

第５条 

 当会社は、株主総会および取締役のほか、

次の機関を置く。 

 

 1. （条文省略） 

 2.監査役 

 3.監査役会 

 4. （条文省略） 

（機関） 

第５条 

 当会社は、監査等委員会設置会社とし、株

主総会および取締役のほか、次の機関を置

く。 

 1. （現行通り） 

 2.監査等委員会 

 （削  除） 

 3. （現行通り） 

第２章 （条文省略） 第２章 （現行通り） 

第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会 

第１２条～第１６条（条文省略） 第１２条～第１６条（現行通り） 

（議決権の代理行使） 

第１７条 株主は、当会社の議決権を有する

他の株主１人を代理人として、その議決

権を行使することができる。 

 ② 株主または代理人は、株主総会ごとに

代理権を証明する書面を当会社に提出 

しなければならない。 

（議決権の代理行使） 

第１７条 

 （現行通り） 

 

 ② 前項の場合には、株主または代理人 

は、株主総会ごとに代理権を証明する書

面を当会社に提出しなければならない。

 



 

改正前 改正後 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

（員数） 

第１８条 当会社の取締役は、１０名以内と

する。 

 （新  設） 

（員数） 

第１８条 当会社の取締役は、１２名以内と

する。 

 ② 当会社の取締役のうち監査等委員で 

ある取締役は、３名以上とする。 

（選任方法） 

第１９条 取締役は、株主総会においての決

議によって選任する。 

 

 （新  設） 

 

② （条文省略） 

 ③ （条文省略） 

（選任方法） 

第１９条 取締役は、株主総会の決議によっ

て選任する。 

② 前項の規定による取締役の選任は、監

査等委員である取締役とそれ以外の取 

締役とを区別して行う。 

③ （現行通り） 

 ④ （現行通り） 

（任期） 

第２０条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までと

する。 

 

 （新  設） 

 

 

② （条文省略） 

（任期） 

第２０条 監査等委員である取締役以外の 

取締役の任期は、選任後１年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関す 

る定時株主総会終結の時までとする。 

② 監査等委員である取締役の任期は、選

任後２年以内に終了する事業年度のう 

ち最終のものに関する定時株主総会の 

終結の時までとする。 

③ （現行通り） 

（代表取締役および役付取締役） 

第２１条 取締役会は、その決議によって、

代表取締役を選定する。 

 

② （条文省略） 

（代表取締役および役付取締役） 

第２１条 取締役会は、その決議によって、

監査等委員である取締役以外の取締役 

の中から代表取締役を選定する。 

② （現行通り） 

第２２条（条文省略） 第２２条（現行通り） 

 



 

改正前 改正後 

（取締役会の招集通知） 

第２３条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役および各監査役に 

対して発する。ただし、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することがで

きる。 

② 取締役および監査役の全員の同意が 

あるときは、招集の手続きを経ないで取

締役会を開催することができる。 

（取締役会の招集通知） 

第２３条 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 

 

② 取締役全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで取締役会を開催す 

ることができる。 

第２４条（条文省略） 第２４条（現行通り） 

（取締役会規程） 

第２５条 取締役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、取締役会において定

める取締役会規程による。 

 

（取締役会規程） 

第２５条 取締役会に関する事項は、法令ま

たは本定款に定められるもののほか、取

締役会において定める取締役会規程に

よる。 

（報酬等） 

第２６条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受ける財 

産上の利益（以下、「報酬等」という。）

は、株主総会の決議によって定める。 

 

 （新  設） 

（報酬等） 

第２６条  

 （現行通り） 

 

 

 ② 前項に定める取締役の報酬等は、監査

等委員である取締役とそれ以外の取締 

役とを区別して定める。 

 

 

 

 

 （新  設） 

（取締役の責任免除） 

第２７条 当会社は、取締役（ただし、業務

執行取締役等を除く）との間で、会社法 

第４２３条第１項の賠償責任について 

法令に定める要件に該当する場合には 

賠償責任を限定する契約を締結するこ 

とができる。ただし、当該契約に基づく 

賠償責任の限度額は、法令の定める最低 

責任限定額とする。 

 



 

改正前 改正後 

 

 

 （新  設） 

（重要な業務執行の決定の委任） 

第２８条 当会社は、重要な業務執行の決定

の全部または一部を、法令で定められた

範囲内で、取締役会の決議により取締役

に委任することができる。 

第５章 監査役および監査役会 第５章 監査等委員および監査等委員会 

第２７条～第２９条（条文省略）  （削  除） 

（常勤監査役） 

第３０条 監査役会は、その決議によって常

勤の監査役を選定する。 

（常勤の監査等委員） 

第２９条 監査等委員会は、監査等委員の中

から常勤の監査等委員を選定すること 

ができる。 

（監査役会の招集通知） 

第３１条  監査役会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 

② 監査役全員による同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会を開 

催することができる。 

（監査等委員会の招集通知） 

第３０条 監査等委員会の招集通知は、会日

の３日前までに各監査等委員に対して 

発する。ただし、緊急の必要があるとき

は、この期間を短縮することができる。

② 監査等委員全員による同意があると 

きは、招集の手続きを経ないで監査等委

員会を開催することができる。 

（監査役会規程） 

第３２条 監査役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規程による。 

（監査等委員会規程） 

第３１条 監査等委員会に関する事項は、法

令または本定款で定められるもののほ 

か監査等委員会において定める監査等 

委員会規程による。 

第３３条～第３４条（条文省略）  （削  除） 



 

改正前 改正後 

 （新  設） 

 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任） 

 （新  設） 第３２条 会計監査人は、株主総会の決議に

よって選任する。 

 

 

 

 （新  設） 

 

（会計監査人の任期） 

第３３条 会計監査人の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。 

 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会に

おいて別段の決議がされなかったとき 

は、当該定時株主総会において再任され

たものとみなす。 

第６章 計 算 第７章 計 算 

第３５条～第３８条（条文省略） 第３４条～第３７条（現行通り） 

以 上 

 

 

 


